
 

 

  
 
 
■ 本県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策

特別措置法第２４条第９項に基づき、７月３１日までの間、感染拡大防止対策への協力を
要請するとともに、各大学・専修学校における感染防止対策のより一層の徹底についてお
願いしているところですが、引き続き感染力が強い変異株の拡大に対して高い警戒が必
要な情勢を踏まえ、要請期間を８月３０日まで延長しました。  

■ 学生の皆さんには、引き続き、基本的な感染防止対策の徹底や十分な換気への配慮、移
動の自粛、大人数での会食の自粛など、新型コロナウイルスの感染症のまん延防止に向け
たさらなる⾏動をお願いします。 

 

 
 

○ 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの基本的な感染

対策を徹底するとともに、十分な換気に配慮する。 
 

 
 
 ○ 人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」がある場への外出、基本的な感染防止

対策が行われていない施設の利用を自粛する。  
 ○ 緊急事態措置の対象区域となる都道府県への移動については、通学や通院など、やむを得

ない事情がある場合を除き、自粛するとともに、まん延防止等重点措置の対象区域が含ま

れる都道府県への移動については、慎重に判断を行う。  
○ なお、やむを得ない事情等により、これらの地域に移動する場合には、会食や不特定多数

の人が集まる場への参加など、感染リスクの高い行動は自粛する。  
※ まん延防止等重点措置の対象区域が含まれる都道府県のうち、近接する埼玉県、千葉県及び神奈

川県については、より慎重な判断を行うとともに、通学等によりやむなく移動する場合には、感
染リスクの高い行動の自粛に一層配慮する。 

 
 

○ 基本的な感染防止対策の行われていない大人数による会食は、自粛する（新型コロナウイル
ス感染防止のための飲食店利⽤のルールについては、別紙『⼭梨県からのお願い』を参照。）。  

○ 会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、『グリーン・
ゾーン認証施設』を利⽤するとともに、その施設が定める感染防止ルールを厳守する。 

 

 
 

○ スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ（ＣＯ

ＣＯＡ）を利用する。 
 
 
 

※ 『グリーン・ゾーン認証施設』：事業者が行う感染防止対策が山梨
県が示す基準に適合しているものとして認証する制度（グリーン・
ゾーン認証制度）により認証を受けた施設 
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※ 県からの新型コロナウイルス感染症拡大防止への協⼒要請の詳しい内容につい
ては、⼭梨県ホームページを御覧ください。  

《ＨＰアドレス》https://www.pref.yamanashi.jp/ 
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